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医療DX推進体制整備加算の
算定要件について

厚生労働省保険局医療課

【資料２】



令和６年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価（イメージ）

配点を見直し、継続

＜初診＞ ＜再診＞

・マイナ保険証利用なし ３点 ２点

・マイナ保険証利用あり １点 １点

《見直しイメージ》

マイナンバーカードや問診票を利用し、

「診療情報取得・活用体制の充実」を評価

＜初診＞
・マイナ保険証 利用なし ４点
・マイナ保険証 利用あり ２点

【医療DX推進体制整備加算】

マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価

＜初診＞ ８点（歯科６点、調剤４点）

施設要件（例）

①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6～】

②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6～】 Ex.窓口での共通ポスターの掲示

③マイナ保険証利用実績が一定程度（●％）以上であること【R6.10～】

④電子処方箋を発行できる体制（薬局は受け付ける体制）【R7.4～】

⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10～】

《現行》

Ｒ６.12Ｒ６.６

利用率増加に応じた支援金

・マイナンバーカードを常時携帯する者が約４割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。

【医療情報取得加算】【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
※答申書付帯意見

令和６年12月２日から現行の健康保険証

の発行が終了することを踏まえ、令和６

年度早期より、医療情報取得加算による

適切な情報に基づく診療の在り方につい

て見直しの検討を行うとともに、医療DX

推進体制整備加算について、今後のマイ

ナンバーカードの利用実態及びその活用

状況を把握し、適切な要件設定に向けた

検討を行うこと。
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院内掲示要件（ポスター）について
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【「疑義解釈資料の送付について（その１）」 （令和６年３月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡）（抄）】

（答）まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下の URL に示す様式を参考にされたい。

◎オンライン資格確認に関する周知素材について｜周知素材について（これらのポスターは医療 DX 推進体制整
備加算の掲示に関する施設基準を満たします。）

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

• 令和６年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」の施設基準においては、マイナ
保険証を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組み、その旨を医療機
関・薬局内の見やすい場所に掲示することが要件となっている。

• 当該院内掲示要件を１枚で満たすポスター（次ページ）を作成しているため、活用いただきたい。

問 17 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準において、「医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療
を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること。」とされており、アからウまでの事項が示されているが、アからウまでの事項は別々に掲
示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。



【掲示用ポスター】 【配布用チラシ】
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【「疑義解釈資料の送付について（その２）」 （令和６年４月12日厚生労働省保険局医療課事務連絡）（抄）】

（答）経過措置が設けられている令和７年３月 31 日までの間は、算定可能。なお、施設基準通知の別添７の様式
１の６において、導入予定時期を記載することとなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。

（答）経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。

電子処方箋の要件について
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• 令和６年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」の施設基準においては、電子処
方箋の導入が要件とされ、令和７年３月末までの経過措置が設けられている。

• この要件に関して、医療DX推進体制整備加算はマイナ保険証利用を進めることで算定可能であり、
電子処方箋は令和６年６月時点で導入していなくても、令和７年３月末までの経過措置期間中も算
定可能である旨、届出の導入予定時期は未定又は空欄で差し支えない旨をQAで案内

問５ 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体
制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算
についてどのように考えればよいか。

問４ 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」（令和
４年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第１号医政発 1028 第１号保発 1028 第１号厚生労働省医薬・生活衛生局
長・医政局長・保険局長通知。）に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」
とされており、また、当該施設基準については、令和７年３月 31 日までの間は経過措置が設けられているが、
電子処方箋について、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。



届出添付書類の記載方法について（医療機関）
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電子処方箋を導入していない場合は

チェック不要

「未定」又は空欄でも可

令和６年６月時点では

チェック・記入不要


